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新型インフルエンザ等対策特別措置法第 45 条第 1 項基づく 

外出自粛要請の期間延長に係る周知について（依頼） 

 

 平素、本会の運営に際し、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、政府の新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施すべき期間が 5 月 31

日まで延長したことを受け、5 月 5 日に開催された新型コロナウイルス感染症

対策長野県本部会議において、既に実施してきた法第 45 条第 1 項に基づく外出

自粛要請を 5 月 7 日から 5 月 15 日まで延長することに決定した旨、同長野県

野県対策本部長から通知がありましたので、お知らせいたします。 

 つきましては、貴会会員に対し、当該外出自粛要請についてご周知いただきま

すよう、ご協力をお願いいたします。 

 また、「人との接触機会の最小化」（在宅勤務、時差勤務の推進等を含む）、「人

と人との距離の確保」、「人と会話する際のマスク(布マスク等で可)着用」、「換気

の徹底」などいわゆる「新しい生活様式」を実践する取組を進めること、及びこ

の取組は 5 月 16 日以降も引き続き行っていく必要があることについても、併せ

てご周知をお願いいたします。 
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